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キャンセル料導入のお知らせ 

 

平素より「ひめたんスポーツクラブ」をご利用いただきありがとうございま

す。 

令和7年度から、下記のとおり当施設（サッカー場・卓球場）の利用に際

してキャンセル料を徴収させていただきますので、ご理解のほどよろしくお

願い申し上げます。 

                    記 

１ 導入日 利用日が令和 7年 4 月 1 日（火）から 

２ キャンセル料の内容 

①  利用者の自己都合により、キャンセル又は減額の内容変更（利用面

積等の縮小）を行う場合、利用日の６日前から、利用料金の１００％を

キャンセル料として徴収させていただきます。 

（※利用料金が減額となる内容変更の場合、差額の１００％） 

②  キャンセル料の支払いは、利用日後１０日以内とします。期日までに

支払いが行われない場合は、以後の当該施設をご利用いただけなくな

ります。 

③  なお、天候、災害等により当該施設が利用できないと協会が判断し

た場合は、キャンセル料は徴収いたしません。 
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